
 参考資料１ 

２ 条例のポイント 

３ 条例のイメージ 

① 事業活動：地球温暖化対策計画の対象事業者の拡大 
② 建築物の新築等：新築、増改築時の建築物環境配慮計画の提出 
③ 自動車交通：自動車地球温暖化対策計画や自動車地球温暖化対策実施方針の提出
④ 環境物品等の購入：特定電気機器販売者による省エネ性能の説明と表示の実施 

【埼玉県地球温暖化対策推進条例】 

１ 趣旨等 

① 地域総ぐるみで対策を推進するため、地球温暖化対策に関する新たな条例を制定。 
② 平成２１年３月３１日 埼玉県条例第９号 

県民 
・日常生活での自主的・積極
的な温暖化対策への取組 
 

事業者 
・自主的・積極的な温暖化対
策の実施 
 

環境保全活動団体 
・温暖化防止への理解促
進 
 

県 
・温暖化対策の総合的・計画
的推進 
・温暖化対策の率先実行 

＜各主体の責務＞ 

＜各種対策＞ 

事業活動における地球温暖化対
策 

建築物の新築等に係る環境配慮 

自動車使用に伴う温室効果ガス 
の排出抑制 

環境物品等の購入等 の促進 

・再生可能エネルギーの利用 

・廃棄物の発生の抑制等 ・地球温暖化の防止に関する学習の振興等   

 国、他の地方公共団体との連携協力、市町村への支援 など 

◇電気機器等の省エネルギー性能の表示・ 
 説明 など 

＜推進体制＞ 

低炭素社会を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ 

◇自動車地球温暖化対策計画の作成・提出   
 など 

◇建築物環境配慮計画の作成・提出など 

◇地球温暖化対策計画の作成・提出など 

○事業活動や日常生活における温
室効果ガス排出抑制対策 

○事業者、県民、環境保全 
活動団体等への指導・助言 な
ど 

県の地球温暖化対策 
報
告
徴
収
・立
入
検
査
・ 

勧
告
・公
表 

協 働 協 力 

＜目的＞ 

・森林及び身近な緑の保全等   


